
様式第１（第５条関係）  

第  号 

申請年月日 年 月 日 

   年度    第  回 

 

岩倉市多面的機能支払交付金交付申請書 

 岩倉市長      様 

（組織の名称）    

代表者名              

 

岩倉市多面的機能支払交付金の交付を受けたいので、岩倉市多面的機能支

払交付金交付要綱第５条の規定により、下記のとおり申請します。 

記 

１ 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金（資源向上活動（共同）及

び組織の広域化・体制強化に係るもの） 

交

付

申

請

額 

項   目 金   額 

交付対象額 ①  
（     円 ） 

  円 

うち前年度の返還相殺額 ②  円 

うち既交付決定額 ③  円 

今回申請額 ④ ＝ ①－②－③ 円 

２ 資源向上支払交付金（資源向上活動（長寿命化）に係るもの） 

交

付

申

請

額 

項   目 金   額 

交付対象額 ①  
（      円） 

円 

うち前年度の返還相殺額 ②   円 

うち既交付決定額 ③  円 

今回申請額 ④ ＝ ①－②－③ 円 



備考 

 １ 添付書類として、国要綱別紙３の第２の１に規定される事業実施計画

書を添付すること。 

２ 交付金の振込口座については、毎年度、第１回目の申請時に別添様式

により提出することとする。（交付金の追加又は減額申請時には提出不要） 

  



様式第 1 別添 

 

 岩倉市長       様 

（組織の名称）    

代表者名            

 

岩倉市多面的機能支払交付金の交付については、下記の振込口座にお振り

込みください。 

１ 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金（資源向上活動（共同）及

び組織の広域化・体制強化に係るもの） 

交

付

金

振

込

口

座 

金融機関《ゆうちょ銀行以外》 

金 融 機 関 名 支 店 名 

 農業協同組合 銀行 信用金庫 

信用組合 労働金庫 信連 農林中金 

 

預金種別（該当のものにレ印をつけてく

ださい） 

口座番号（７桁に満たない場合は、右づめ

で記入） 

□普通  □当座          

ゆうちょ銀行《ゆうちょ銀行の方はこちらに記入してください。》 

記号（６桁目がある場合は※部分

に記入） 

番号（右づめで記入） 

      ※         

口

座

名

義 

フリガナ  

口座名義  

住 所 

（〒    －    ）             

 

 

 

 



(2) 資源向上支払交付金（資源向上活動（長寿命化）に係るもの） 

交

付

金

振

込

口

座 

金融機関《ゆうちょ銀行以外》 

金 融 機 関 名 支 店 名 

 農業協同組合 銀行 信用金庫 

信用組合 労働金庫 信連 農林中金 

 

預金種別（該当のものにレ印をつけてく

ださい） 

口座番号（７桁に満たない場合は、右づめ

で記入） 

□普通  □当座          

ゆうちょ銀行《ゆうちょ銀行の方はこちらに記入してください。》 

記号（６桁目がある場合は※部分

に記入） 

番号（右づめで記入） 

      ※         

口

座

名

義 

フリガナ  

口座名義  

住 所 

（〒    －    ）             

 

 

 

  



様式第２（第６条関係） 

第    号 

年  月 日 

 

岩倉市多面的機能支払交付金交付決定通知書 

 

         様 

                   岩倉市長         □印  

 

年 月 日付けで申請のあった  年度岩倉市多面的機能支払交

付金については、岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱第６条の規定により、

下記のとおり決定します。 

記 

１ 交付金額 

(1) 農地維持支払交付金            金      円 

(2) 資源向上支払交付金 

・資源向上活動（共同）に係るもの      金      円 

  ・資源向上活動（長寿命化）に係るもの    金      円 

・組織の広域化・体制強化に係るもの     金      円 

 

２ 交付の条件 

(1) 交付金の受給対象者は、この交付金に関する関係法令、多面的機能支

払交付金実施要綱（平成２６年４月１日付け２５農振第２２５４号）、多

面的機能支払交付金実施要領（平成２６年４月１日付け２５農振第２２

５５号）並びに岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱に従わなければな

らない。 

(2) 交付金の受給対象者は、交付金の交付決定前に農地維持活動（及び資

源向上活動）に取り組む場合にあっては、対象活動期間中における交付

決定を受けるまでの期間内に実施した活動において生じたあらゆる損失

等について、自らの責任とすることを了知の上で取り組むものとする。 

  



様式第３（第８条関係）  

第  号 

申請年月日 年 月 日 

   年度    第  回 

 

岩倉市多面的機能支払交付金変更交付申請書 

 岩倉市長      様 

（組織の名称）    

代表者名              

 

年 月 日付け  第  号で交付決定通知のあった本交付金について、下

記のとおり増額（又は減額）したいので、岩倉市多面的機能支払交付金交付

要綱第８条の規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 農地維持支払交付金 

  増額（又は減額）     金      円 

２ 資源向上支払交付金 

(1) 資源向上活動（共同）に係るもの 

  増額（又は減額）     金      円 

  (2) 資源向上活動（長寿命化）に係るもの 

  増額（又は減額）     金      円 

(3) 組織の広域化・体制強化に係るもの 

  増額（又は減額）     金      円 

 

  



備考 

 １ 添付書類として、国要綱別紙３の第２の１に規定される事業実施計画

書に変更箇所を記載し添付すること。 

   この場合において、交付金の交付決定により通知された事業の内容及

び経費の配分と、変更後の事業の内容及び経費の配分とを容易に比較対

象できるように、変更部分を二段書とし、変更前を括弧書で冗談に記載

すること。 

  



様式第４（第８条関係） 

 

岩倉市多面的機能支払交付金変更交付決定通知書 

第   号 

年 月 日 

         様 

                   岩倉市長         □印  

 

 

年 月 日付けで申請のあった岩倉市多面的機能支払交付金の変

更交付申請については、岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱第８条の規定

により、下記のとおり決定します。 

記 

１ 変更後交付金額 

(1) 農地維持支払交付金 

金     円（変更前交付金額 金     円） 

(2) 資源向上支払交付金 

・資源向上活動（共同）に係るもの 

金     円（変更前交付金額 金     円） 

  ・資源向上活動（長寿命化）に係るもの 

金     円（変更前交付金額 金     円） 

・組織の広域化・体制強化に係るもの 

金     円（変更前交付金額 金     円） 

 

２ 交付の条件 

 年  月  日付け第   号で通知した条件に従わなければならない。



様式第５（第９条関係） 

 

岩倉市多面的機能支払交付金概算払請求書 

 

年  月  日 

 

 岩倉市長        様 

（組織の名称）    

代表者名             

 

 

年 月 日付け 第 号で交付決定の通知のあった本交付金につ

いて、下記のとおり概算払を受けたいので請求します。 

 

記 

 

１ 農地維持支払交付金            金      円 

２ 資源向上支払交付金 

・資源向上活動（共同）に係るもの      金      円 

  ・資源向上活動（長寿命化）に係るもの    金      円 

・組織の広域化・体制強化に係るもの     金      円 

  



様式第６（第１０条関係）  

年 月 日 

岩倉市多面的機能支払交付金実績報告書 

 

 岩倉市長      様 

（組織の名称）    

代表者名              

 

     年   月   日付け第    号で交付決定通知のあった本交付金

について、多面的機能支払交付金実施要綱（平成 26 年４月１日付け 25 農振

第 2254 号農林水産事務次官依命通知）別紙１の第５の７及び別紙２の第５

の８に規定する実施状況において、岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱第

１０条により、下記関係書類を添えて報告します。 

 

記 

１ 岩倉市多面的機能支払交付金に係る実施状況報告書（様式第６の２）  

 



様式第７（第１０条関係） 

 

消費税仕入控除税額報告書 

 

年  月  日 

 

 岩倉市長        様 

（組織の名称）    

代表者名            

 

 

   年  月  日付け第    号により交付決定通知があった岩

倉市多面的機能支払交付金について、岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱

第１０条第３項により、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱第６条の交付金の額の確定額 

金         円 

２ 交付金の確定時に減額した消費税仕入控除税額 

金         円 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税仕入控除税額 

金         円 

４ 交付金返還相当額（３－２）        金         円 

 

備考  

１ 事業を実施した翌年度の５月３１日までに報告すること。 

２ その他参考となる資料を添付すること。 



様式第８（第１０条関係） 

 

消費税仕入控除税額報告書 

 

年  月  日 

 

 岩倉市長        様 

（組織の名称）    

代表者名            

 

 

   年  月  日付け第    号により交付決定通知があった岩

倉市多面的機能支払交付金について、岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱

第１０条第３項により、当該年度の消費税仕入控除額は該当がなかったこと

を報告します。 

 

  



様式第９（第１１条関係） 

第    号 

年  月 日 

 

岩倉市多面的機能支払交付金額確定通知書 

 

         様 

                   岩倉市長         □印  

 

 

年 月 日付けで申請のあった岩倉市多面的機能支払交付金につ

いては、岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱第１１条の規定により、下記

のとおり決定します。 

記 

１ 交付金確定額 

(1) 農地維持支払交付金            金      円 

(2) 資源向上支払交付金 

・資源向上活動（共同）に係るもの      金      円 

  ・資源向上活動（長寿命化）に係るもの    金      円 

・組織の広域化・体制強化に係るもの     金      円 

  



様式第１０（第１２条関係） 

年  月  日 

 

岩倉市多面的機能支払交付金活動廃止届出書 

 

 岩倉市長     様 

（組織の名称）    

代表者名            

 

年  月  日付け第  号で認定を受けた事業計画に基づく

活動を廃止したいので、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

１ 対象となる事業計画 

別添のとおり 

２ 活動を廃止する日 

年  月  日 

３ 活動を廃止する理由 

 

４ 活動の廃止に伴う措置 

岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱第１３条に基づき、交付金を返還し

ます。 

５ その他参考となる書類（添付書類） 

・総会における活動廃止の議決資料（写） 

 

備考 

１ 活動廃止理由の参考となる資料があれば添付してください。 



様式第１１（第１３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

岩倉市多面的機能支払交付金返還通知書 

 

      様 

岩倉市長         □印  

 

 岩倉市多面的機能支払交付金の支払済み交付金について返還事項が確認さ

れましたので、岩倉市多面的機能支払交付金交付要綱第１３条の規定に基づ

き、下記のとおり返還してください。 

 

記 

 

１ 返還事項 

 

２ 返還金額 

対象交付金 返還額 返還の対象となる期間 

農地維持支払交付金 円 年度～ 年度の カ年分 

資源向上支払交付金   

資源向上活動（共同）に係るもの 円 年度～ 年度の カ年分 

資源向上活動（長寿命化）に係るもの 円 年度～ 年度の カ年分 

組織の広域化・体制強化に係るもの 円 年度～ 年度の カ年分 

計 円  

 

３．返還期日     年   月   日 

４．交付金の返還方法に係る申出 

「多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書」（様式第１２）を速やか

に提出してください。 

５．振込先 

 

備考 

１ 振込手数料については、交付金から充当できません。（活動組織の自

己負担となります。） 

 

 



様式第１２（第１３条関係） 

 

岩倉市多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書 

 

年  月  日 

 岩倉市長       様 

（組織の名称）    

代表者名            

 

年  月  日付け第  号で通知のあった岩倉市多面的機能支

払交付金の返還方法について、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 交付金の返還方法 

項  目 

農地維持支払交付金及び資

源向上支払交付金（長寿命化

に係るものを除く） 

資源向上支払交付金（長

寿命化に係るもの） 

組織の資金から返還する □ □ 

年度岩倉市多面的機能支

払交付金の相殺により対応 
□ □ 

※該当する部分にレ印をつける。 

２ 返還期日（返還期日の延期を申し出る場合に記載する。） 

返還期日を、   年   月   日  に延期願います。 

 

  



様式第１３（第１３条関係） 

 

岩倉市多面的機能支払交付金の返還方法に係る承諾書 

 

第    号 

年  月 日 

 

       様 

岩倉市長         □印  

 

     年  月  日付けで届け出のあった岩倉市多面的機能支払交付

金の返還方法については、下記のとおり承諾します。 

記 

１ 交付金の返還方法 

項  目 

農地維持支払交付金及び資

源向上支払交付金（長寿命化

に係るものを除く） 

資源向上支払交付金（長

寿命化に係るもの） 

組織の資金から返還する □ □ 

年度岩倉市多面的機能支

払交付金の相殺により対応 
□ □ 

※該当する部分にレ印をつける。 

２ 返還期日（返還期日延期の申し出があった場合に記載する。） 

返還期日を、    年   月   日  に延期します。 

 

  



様式第１４（第１４条関係） 

第    号 

年  月 日 

岩倉市多面的機能支払交付金清算通知書 

 

       様 

岩倉市長          □印  

 

年  月  日付けで提出のあった  年度岩倉市多面的機能支

払交付金に係る実施状況報告書を確認した結果、事業計画に定める当該事業

の活動期間終了年度となる  年度末に交付金の残額がありますので、岩倉

市多面的機能支払交付金交付要綱第１５条の規定に基づき、下記のとおり通

知する。 

記 

１ 清算金額 

対象交付金 返還額 返還の対象となる期間 

農地維持支払交付金 円 年度～ 年度の カ年分 

資源向上支払交付金   

資源向上活動（共同）に係るもの 円 年度～ 年度の カ年分 

資源向上活動（長寿命化）に係るもの 円 年度～ 年度の カ年分 

組織の広域化・体制強化に係るもの 円 年度～ 年度の カ年分 

計 円  

２ 返還期日     年   月   日 

３ 振込先 

 

備考 

１ 振込手数料については、交付金から充当できません。（活動組織の自

己負担となります。） 

 



様式第１５（第１４条関係） 

 

年  月  日 

 

岩倉市多面的機能支払交付金清算報告書 

 

 岩倉市長       様 

（組織の名称）    

代表者名            

 

年  月  日付け第  号で通知のあった岩倉市多面的機能支

払交付金の清算については、下記のとおりとします。 

記 

１ 交付金の清算方法  

項  目 清算金額 

清 算 方 法 

組織の資金から

返還 

年度多面的機

能支払交付金の相

殺により対応 

農地維持支払交付金 円 □ □ 

資源向上支払交付金    

資源向上活動（共同）に係るもの 円 □ □ 

資源向上活動（長寿命化）に係るもの 円 □ □ 

組織の広域化・体制強化に係るもの 円 □ □ 

※該当する部分にレ印をつける。 

 

２ 返還期日（返還期日延期の申し出があった場合に記載する。） 

返還期日を、    年   月   日  に延期します。 

  



様式第１６（第１５条関係） 

 

年  月  日 

 

岩倉市多面的機能支払交付金繰越届 

 

 岩倉市長       様 

（組織の名称）    

代表者名           ○印  

 

     年   月   日付け第    号で交付決定通知のあった本交付金

について、当該事業費の一部を次年度に繰越したいので、岩倉市多面的機能

支払交付金交付要綱第１６条の規定により、届け出ます。 

記 

１ 交付金の繰越内容  

項  目 交付決定額 年度内支出額 繰越額 

農地維持支払交付金 円 円 円 

資源向上支払交付金    

資源向上活動（共同）に係るもの 円 円 円 

資源向上活動（長寿命化）に係るもの 円 円 円 

組織の広域化・体制強化に係るもの 円 円 円 

計 円 円 円 

 


